
２０１８年４月　広報ふちゅう 31

は
、
丘
陵
最
高
所
に
１
郭
（
16
ｍ

×
20
ｍ
）
が
あ
り
、
そ
の
南
側
に

一
段
低
い
小
郭
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
１
郭
の
南
東
と
北

東
に
掘ほ

り
き
り切
が
あ
り
ま
す
。
北
東
部

の
掘
切
は
中
央
部
に
土
橋
が
か
か

っ
て
お
り
、
南
東
部
の
も
の
は
浅

い
掘
切
と
な
っ
て
い
ま
す
。
西
側

の
尾
根
続
き
は
、
地
形
を
加
工
し

た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
ず
、
自
然
傾

斜
と
な
っ
て
い
ま
す
。

府
中
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

主
幹
　
沢
元
　
保
夫

ふ
る
さ
と
歴
史
散
歩

  

〔
第
１72
回
〕 
府
中
町
の
中
世
山
城
跡
　
　
そ
の
二

　
町
内
の
山
城
跡
６
箇
所
の
う

ち
、
４
城
跡
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
横
田
禎
昭
先
生
（
町
文
化
財
保

護
審
議
会
会
長
）
が
、
こ
の
コ
ラ

ム
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

(

第
97
回
平へ

っ

か家
城
跡
、
第
101
・
102

回
石
井
城
跡
、
第
103
～
105
回
出で
は
り張

城
跡
、
第
120
～
123
回
千せ
ん
だ
い代
城
跡
）

　
こ
の
う
ち
、
出
張
城
跡
は
、
平

成
２
年
に
町
教
育
委
員
会
が
、
安

芸
府
中
高
校
教
諭
（
当
時
）
の

山や
ま
が
た
は
じ
め

県
元
先
生
を
中
心
に
、
安
芸

府
中
高
校
及
び
高
陽
東
高
校
の
先

生
・
生
徒
の
協
力
を
得
て
、
試
掘

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。調
査
は
、

城
跡
最
高
所
の
第
１
郭
に
、
試
掘

坑
を
設
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

見
つ
か
っ
た
遺
構
と
し
て
は
、
径

40
～
100
㎝
の
土ど
こ
う坑
10
基
、
幅
40
～

60
㎝
の
溝
３
条
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
土
坑
と
さ
れ
た
坑あ
な

の
中
に

は
、
柱
穴
と
し
て
掘
ら
れ
た
坑
も

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
出

土
し
た
遺
物
に
は
、
土
師
質
土
器

の
細
片
（
数
十
点
）、
青
磁
碗
の

破
片
（
１
点
）、
陶
器
の
甕か
め

の
口

縁
部
（
１
点
）、
鉄
釘(

数
点)

、

鉄て
っ
さ
い滓
（
数
点
）
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
第
１
郭

に
は
建
物
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
利

用
し
た
人
々
の
痕
跡
と
し
て
、
土

器
類
な
ど
が
残
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
調
査
時
の

踏
査
に
よ
っ
て
、
第
１
郭
の
周
囲

に
は
郭
状
の
平
坦
面
が
、
５
箇
所

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
確
認
さ
れ
た
郭

の
い
く
つ
か
に
も
、
建
物
が
建
て

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
未
紹
介
の
城
跡
と
し
て

は
、「
新
し
ん
じ
ょ
う
城
城
跡
」、「
阿あ

け

く

ら

計
玖
羅

城
跡
」
が
あ
り
ま
す
。
新
城
城
跡

は
、
新
庄
城
跡
と
も
い
い
、
町
と

広
島
市
畑
賀
の
境
に
あ
る
笹
ヶ
峠

の
南
、
約
200
ｍ
に
所
在
し
、
標
高

301
ｍ
の
丘
陵
頂
部
に
占
地
し
て
い

ま
す
。
菅
す
が
は
ら
ま
も
る

原
守
氏
の
『
藝
げ
い
し
ゅ
う
州
府

中
荘
誌
』
に
は
「
村
の
東
方
、
字

柳
が
迫
山
に
在
り
、
東
西
四
町
、

五
稜
形
を
為
す
、
里
人
は
云い

ふ
、

大
内
氏
の
将
陶
氏
の
一
族
の
営
所

た
り
し
と
。」と
あ
り
ま
す
が
、『
芸

藩
通
志
』
に
は
記
載
が
な
く
、
城

主
な
ど
は
不
明
で
す
。
新
城
城
跡

消
費
生
活
相
談

　
３
月
末
に
大
学
４
年
間
を
過
ご

し
た
賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
退
去
し
た
。

壁
の
ク
ロ
ス
に
少
し
汚
れ
が
あ
っ
た

が
、
退
去
の
立
会
い
の
際
は
、
管
理

会
社
か
ら
「
綺
麗
に
し
て
い
る
」
と

言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
４
月
に
届

い
た
請
求
書
を
見
る
と
、
床
の
ク
ッ

シ
ョ
ン
フ
ロ
ア
と
壁
の
ク
ロ
ス
の
全

面
張
り
替
え
な
ど
で
敷
金
を
超
え
る

12
万
円
を
請
求
さ
れ
て
い
た
。
す
べ

て
を
借
主
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。�

(

20
代
　
女
性)

　
相
談
者
に
は
、「
原
状
回
復
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」(

国
土
交
通
省
作
成)

を
説

明
し
、
請
求
書
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
管

理
会
社
と
交
渉
す
る
よ
う
に
助
言

し
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
上
期
に

寄
せ
ら
れ
た
県
内
の
消
費
生
活
相

談
（
不
当
請
求
・
架
空
請
求
を
除

く
）
の
う
ち
、「
不
動
産
貸
借
」

に
関
す
る
相
談
は
666
件
と
、「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
サ
ー
ビ
ス
」

と
な
ら
び
、
最
も
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

①
入
居
の
際
の
注
意
事
項

　
契
約
時
は
、
退
去
時
の
費
用
負

担
を
定
め
た
条
項
（
特
約
事
項
）

な
ど
、
契
約
内
容
を
よ
く
確
認
し
、

納
得
し
て
か
ら
契
約
す
る
。
ま
た
、

入
居
前
か
ら
あ
っ
た
傷
や
汚
れ
は
、

日
付
入
り
の
写
真
を
撮
っ
て
、
記

録
を
残
し
て
お
く
。

②
退
去
の
際
の
注
意
事
項

　
国
土
交
通
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

な
ど
で
、
原
状
回
復
の
考
え
方
を
理

解
し
た
上
で
、
立
会
い
に
臨
む
。
ま

た
、
立
ち
会
い
で
は
、
日
付
入
り
の

写
真
を
撮
っ
て
、
記
録
を
残
し
て
お

く
。
請
求
費
用
に
納
得
が
い
か
な
い

と
き
は
、
内
訳
な
ど
を
家
主
や
管
理

会
社
な
ど
説
明
を
求
め
る
。

　
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
が
難
し

い
場
合
は
、
民
事
調
停
や
少
額
訴

訟
な
ど
の
手
続
き
も
あ
り
ま
す
。

困
っ
た
と
き
は
、
消
費
生
活
相
談

コ
ー
ナ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

消費生活相談員による
相談コーナー

町民生活課(役場４階)
☎286ｰ3１28
月～金曜日

午前９時～正午
午後１時～４時

相
談
内
容

ア
ド
バ
イ
ス

〜
賃
貸
住
宅
退
去
時
の
現
状
回
復
ト
ラ
ブ
ル
〜

新城城跡略測図(S=1:2500)
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